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別紙５ 

離島振興法（昭和 28 年法律第 72 号）第２条第１項の規定により離島振興対策実施地域として指定

された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法（昭和 29年法律第 189号）第１条に規定する奄美群

島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法（昭和 44 年法律第 79 号）第４条第１項に規定する小笠原

諸島の地域及び沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）第３条第３号に規定する離島の地域に

該当する地域であって、離島のみで構成されている二次医療圏 

都道府県 二次医療圏 市町村 

東京都 島しょ 
大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈

町、青ケ島村、小笠原村 

新潟県 佐渡 佐渡市 

島根県 隠岐 海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 

香川県 小豆 土庄町、小豆島町 

長崎県 

五島 五島市 

上五島 小値賀町、新上五島町 

壱岐 壱岐市 

対馬 対馬市 

鹿児島県 

熊毛 西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町 

奄美 
奄美市、大和村、宇検村、瀬戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島

町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町 

沖縄県 
宮古 宮古島市、多良間村 

八重山 石垣市、竹富町、与那国町 

 


